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1 超音波画像診断装置
事務部調度課
旭川市曙１条２丁目

令和6年1月11日
株式会社プロネット
札幌市東区北34条東27丁目
7番10号

2,475,000円

本件は、現有機器の修理交換プログラムのため、
他業者の参入が不可能であり、競争に付すること
ができないことから、随意契約とする（日本赤十字
社会計規則第36条第4項）

2 超低温フリーザー
事務部調度課
旭川市曙１条３丁目

令和6年1月15日
北海道旭川市旭神3条4丁目
1-8
株式会社常光

1,589,000円
予定価格が160万円を超えない財産に該当するこ
とから随意契約とする（日本赤十字社会計規則施
工細則第35条第2号）

随意契約締結状況

【令和6年1月分】


